
に
は
最
低

5
P
P

m
の
D
O
が
必
要

と
さ
れ

て
い
る
。

S
S

(
浮
遊
物
質
)

粒
径

ニ
ミ
リ
以
下

で
水

に
溶
け
な

い
で
浮
遊

し

て
い
る
物
質

で
魚
介
類

に
付
着

し
た
り
、
川
底

に
沈
積

し
て
流
れ

を

悪
く

し
た
り
腐
敗

し
た
り
す

る
。

O
R
P

(
酸
化
還
元
電
位
)

酸
化
反
応
生
成
物

の
存
在
を
示
す
。

4

災
害

・
救
済

五
〇

七

〔昭
和

=
一
一年
水
害
復

旧
工
事
〕

議
案
第

四
十
五
号

災
害
復

旧
工
事
施
行

の
件

昭
和

二
十

二
年

九
月
十
五

・
十
六
日

の
水
害

に
よ
り
左

記
箇
所

の
橋
梁

流
失

し
た
か
ら
之
が
復

旧
工
事

を
施

行
す
る
も

の
と
す

る
。

昭
和

二
十

二
年
十
月
十
日
提
出
同

日
議
決

矢
吹

町
長

仲

西

正

次

記

一
矢
吹
町
大
字
大
和
久
字
行
人
田
地
内

雷

神

橋

〔町
有

昭
22

「矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕

発
五
〇
八

〔昭
和

二
一一一年

大
和
久

村
大

火
状
況

と
罹

災
者
救
済
〕

火

昭
和

二
十
三
年

五
月

二
十
五
日
午
後

十

一
時

三
十
分

火

元

類

焼

戸

数

世

帯

主

罹

災

人

員

損

害

見

積

出

場

人

員

出
動
ポ
ソ
プ
数

応
援
消
防
団
名

(
放
火

に
依

る
)

十
三
戸

十

八
戸

約

一
二
〇

人

約

二
百
八
十

万
円

約

五
〇
〇

人

十

五
台

三
神
、
川
崎
、
信
夫
、
滑
津
、
吉
子
川
、
関
平
、

小

田
川
、
白
河
、
須
賀
川
、
鏡
石
、
広
戸

中

畑

、

議
案
第

二
十

六
号

大
和
久
大
火
罹
災

者
救
済

の
件

昭
和

二
十
三
年

五
月

二
十
五
日
本
町
大
字

大
和
久
地
内

に
発

生
し
た
大
火
に

依
り
多
数

の
罹

災
者
発
生
し
た

の
で
救
済
す

る
も

の
と
す

る

昭
和

二
十
三
年

五
月

二
十
六
日
提

出
同
日
議
決

矢
吹

町
長

仲

西

正

次

決
定
事

項

一
、
見
舞

金
贈

呈

二
戸
に
つ
き
金
千

円
十
九

戸
分

一
万

九
千
円

二
、
食
料
、

肥
料
、

衣
料
、
建

築
資

材

の
配
給

に
付

万
全
を
期

す
る
様
手
配

す
る

こ
と

〔町
有

昭
23

「矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕
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五
〇
九

〔
昭
和

二
八
年
冷
害

被
害
状

況
〕

昭
和

二
十

八
年
度

産
米
地
方

別
、
町
村
別
被
害
状

況
調

(
抜
粋
)

作
付
面
積

収
穫

量

減
収

量

減
収
率

(
反
)

(石
)

(
石
)

(
%
)

中

畑

村

三
、〇
九
四

三
、〇
七
四

二
、九
〇
四

四
八
主

三

神

村

三
、〇
九
四

三
、葺
四
二

三
、〇
四
五

六
〇
・六

矢

吹

町

一
、四
三

一
、三
互

一
、
充
六

異

・九

〔昭
31

・
3
刊

「
昭
和
二
十
八
年
冷
害
凶
作
誌
」
福
島
県

抜
粋
〕

五

一
〇

〔昭
和

二
九
年

三
神
村
冷
害
対
策
土
木
事
業
〕

議
案
第

二
十

四
号

救
農
土
木
事
業
施
行

に
つ
い
て

本
年
度
冷
害
対
策
救
農
土
木
事
業
と

し
て
本
村

に
お

い
て
左

記
の
事
業
を
施

行
す

る
も

の
と
す

る

記

一
、

三
神
村
大
字

三
城
目
字
上
町
地
内
用
水
路
改
修
工
事

総
工
事
費

金
八
十
四
万
門
也

二

、

三

、

四

、

同
総
工
事
費

同
総
工
事
費

同

字
根
岸
地
内
用
水
路
改
修
工
事

A立
二
十
六
万
円
也

字
上
町
地
内
農
道
改
修
工
事

金
七
万
九
千
円
也

字
北
ノ
内
地
内
農
道
改
修
工
事

総
工
事
費

金
六
万
九
千
円
也

五
、
同

字
西
原
地
内
農
道
改
修
工
事

総
工
事
費

金
九
万
三
千
円
也

六
、
三
神
村
大
字
須
乗
字
上
の
田
地
内
農
道
改
修
工
事

総
工
事
費

金
二
十
二
万
九
千
円
也

七
、
同

大
字
堤
字
舘
の
越
地
内
農
道
改
修
工
事

総
工
事
費

金
参
十
八
万
円
也

八
、
同

大
字
神
田
字
辰
町
地
内
用
水
路
改
修
工
事

総
工
事
費

金
二
十
二
万
円
也

九
、
同

大
字
中
野
目
字
塚
原
地
内
溜
池
改
修
工
事

総
工
事
費

金
十
八
万
円
也

十
、
同

大
字
明
新
字
小
屋
敷
地
内
農
道
改
修
工
事

総
工
事
費

金
四
十
万
円
也

総
工
費
合
計

金
二
百
七
十
五
万
円
也

内
訳
繍
元
鰍
翫

重

蒐
騙

也

昭
和

二
十
九
年

二
月

二
十
日
提

出三
神
村

長

渡

辺

欣

吾

〔町
有

昭
29

「
三
神
村
会
議
録
」
抜
粋
〕

五

一
一

〔昭
和

三
三
年

三
城
目
大
火
〕

三
城

目
部
落
火
災

に
よ
る
罹
災
救
助

の
件
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十
二
月
十
五
日
夜

半
大
字

三
城

目
字
下

町

一
帯

の
火
災

に
対

し
左
記

の
罹

災

者

に
救

助
対
策

を
講
ず

る
も

の
に
す
る
。

昭
和

三
十
三
年
十

二
月
十
六
日
提
出
議

決

矢
吹
町
長

野

木

忠

房

(
注
)
別
表

罹
災
世
帯

一
八

罹
災
者

一
一

一

住
宅

二
〇

非
住
宅

一

九
、

三
城
目

は
昭
三
七

・
四

・
二
に
も
住
宅

六
、
非
住
宅
九
を
焼
失

し

て
い
る
。

〔町
有

昭
33

「矢
吹
町
急
施
会
議
録
」
抜
粋
〕

五

=

一
〔昭
和

三
六
年
台
風

六
号
被
害
状
況
〕

水
害
状

況
速
報

一
九

六

一
、
六
、
二
八

A
M

一
〇
現
在

水

稲

埋 流 冠
没 失 水

矢
吹町突

(E
)一二

中
畑

町
三
六

(六
〇
)ゴ一

三
神

　

計

町
三
二

(七
〇
)三一

町
三
四
四

(
三
六
)四 六

備

考

二
四
時
間
以
上
冠
水
予
想

の
も

の

冠
水

は
平
均

二
〇

～
三
〇
%
減
収

予
想

二
十
四
時
間

以
上
冠
水
す
れ
ぽ

四
〇
～
五
〇
%

減
収

予
想

流
失

は
開
田
地

に
多

い

(
植
え
た
ぽ
か
り

の
も

の
)

埋
没

は
開
田
地
か
ら
流
さ
れ
た
泥
土
、
砂
利

等

に
よ
る
も
の
で
被
害
も

っ

と
も
多

い
。

畑

竣 〃渠渠

三〇

三
〇

四
〇

=

三

三

七

六

七

一

一

一

一

6
0

三
六

馬

鈴
薯

二
〇

そ
菜

・
そ

の
他

二

な
た
ね

二

大
麦

馬
鈴
薯

の
被
害
も

っ
と
も
大
き

い

推
定
被
害
金
額

水
稲
七
〇
二
千
円

大
小
麦
六
〇
千
円

な
た
ね
二
八
千
円

豆
類

=

一

千
円

甘
藷
六
四
千
円

馬
鈴
薯
四
九
六
千
円

飼
料
作
物
二
四
千
円

(
マ

マ
)

そ
菜

二
三
八
千
円

特

用
作
物

五
〇

千
円

計

一
八

二
四
千

円

水
路

一
疵
五
〇
〇
〇

円
と
見
て
二
、

五
〇
〇

、
○
○
○

円

農

道

一
π

一
〇
〇
〇

円
と
見
て
二
四
〇
、
○

○
○

円

合

計
四
、
五
六
四
、
○
○

○
円

水
稲

冠
水
し
た

の
は
白
葉
枯
病

黄
化
萎
縮
病
等

に
罹

り
易

い
の
で
水

が
ひ
い

た
ら
早
急

に
水
銀
製
剤

を
散
布
す

る
を
要
す

る
。

〔町
有

昭
36

「
矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕
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五

=
二

〔昭
和
三
六
年
台
風
六
号
被
害
の
た
め
国
県
税
に
つ
い
て
の
意
見

書
〕

集
中
豪
雨
に
よ
る
国
県
税
の
賦
課
に
っ
い
て

上
記
事
件
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
も
の
と
す
る

昭
和
三
十
六
年
十
月
九
日
提
出

提
出
者

矢
吹
町
議
会
議
員

井
戸
沼

俊

頴

意

見

書

さ
き

に
当
地
方
を
襲

来
し
た
集
中
豪

雨
は
そ

の
被
害

は
誠

に
甚

大
で
あ
り

ま
す
。
本

町

に
於

い
て

は
殊

に
畑
作

地
帯
が

多
く
菜
種

大
小

麦
は
勿

論
皆
無

の
個
所
も
多
く
泉

川

の
氾
濫

に
よ
り
水
田

の
被
害
も
相

当
額

に
算

え
ら
れ
ま

す
。

そ

の
減
収

額
は
六
月
二
十
七
日
～

二
十
八
日
と
九

月
十
日
の
集
中
豪
雨

と
台
風
十

六
号

の
被
害

だ
け

で
六
六
、
七

二
七

・
0
0

0
円

に
の
ぼ

っ
て
い

(疲
)

ま
す
。
所
得
倍

増
と
か
農
業

近
代
化
と

か
言

わ
れ
て
い
る
昨
今
誠

に
皮
弊
困

想

の
状
況

で
あ
り
ま
す
。
御
承
知

の
様

に
前
回

の
集
中
豪
雨

は
当
地
方

に
最

も
そ

の
被
害
が
多
く
当

町
も
共
同
防
除

に
相
当
額

の
薬
剤
を
配
布

し
被
害
を

最
小
限

に
と
ど

め
た
も

の
で
あ

り
ま
す
が
、
到
底
人
力

の
及
ぶ
処
と
な
ら
ず

水
田

の
流
失
、
畑
作
物

の
萌
芽
等

に
よ

っ
て
そ

の
被
害
が
上
廻

っ
た

の
で
あ

り
ま
す
。

つ
ぎ
ま
し
て

は
こ
の
被
害
を
国
県
税
賦

課

の
中

で
被
害
農
家

の
安

定

に
御

憐
び
ん

の
情
を
賜
り
特

段

の
御

配
慮
を
下
さ
る
様
う
お
願

い
し
妓
に

法

九
十
九
条

二
項

に
よ
り
意

見
書

を
提
出
す

る
も

の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
三
十
六
年
十
月
五
日

矢

吹

町

議

会

〔町
有

昭
36

「
矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕

五

一
四

〔
昭
和

三
六
年
台
風

六
号
災
害
対
策
特
別
委
員
会
設
置
〕

災
害
対
策
特
別
委

員
会
設
置

に

っ
い
て

去

る
六
月

二
十
七
日
以
来

の
台
風
第

六
号

に
よ
る
本
町
内

の
産
業

、
土
木
、

災
害

及
び
伝

染
病

予
防
対
策

を
早
急

に
樹
立
す

る
た
め
次

の
と

お
り
特
別
委

員
会

を
設
置

す
る
も

の
と
す

る
。

記

一
、
名

称

災
害
対
策
特
別
委
員
会

二
、
委
員
構
成

十
名

昭
和

三
十
六
年

六
月

二
十
九

日

提
出
者

矢
吹
町
議
会
議
員

佐 鈴 佐 斎 関 井
久 戸藤 木
間 藤 根 沼

俊

頴

正

吾

久
次
郎

伊
佐
三

駒

蔵

英

吉

小

針

清
左
工
門
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〔
町
有

柏

村

加

十

内

藤

武

雄

近

藤

正

三

昭
36

「矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕

五

一
五

〔昭
和

三
七
年
矢
吹
町
防
災
会
議
条
例
〕

矢
吹

町
防
災
会
議
条
例
制
定

の
件

矢

吹
町
防
災
会
議

条
例

を
別
紙

の
と
お
り
制
定
す

る
も

の
と
す

る
。

昭
和
三
十
七
年

十
二
月
十
四
日
提
出

矢
吹

町
長

野

木

忠

房

矢

吹
町
防
災
会
議
条
例

(
目
的
)

第

一

条

こ
の
条
例
は
、
災
害
対
策

基
本
法

(
昭
和

三
十
六
年
法
律

第

二
二
三
号
)
第
十
六
条
第

五
項

の
規
定

に
基
づ
き
、
矢
吹

町
防

災
会
議

(
以
下

「
防
災
会
議
」
と

い
う
。
)

の
所
掌
事
務
及
び
組

織
を
定

め
る
こ
と
を

目
的
と
す

る
。

(所
掌
事
務

)

第

二

条

防
災
会
議

は
、
次

の
各
号

に
掲
げ

る
事
務
を

つ
か
さ
ど

る
。

ω

矢
吹

町
地
域
防
災
計
画
を
作
成

し
、
及
び

そ
の
実
施
を
推

進
す

る
こ
と
。

②

矢
吹
町

の
地
域

に
係

る
災
害
が
発
生

し
た
場

合

に

お

い

て
、
当
該
災
害

に
関
す

る
情
報
を
収
集
す

る
こ
と
。

60

㈲

前

各
号

に
掲
げ

る
も

の
の
ほ
か
、
法
律

又
は

こ
れ
に
基
づ

8

く
政
令

に
よ
り
そ

の
権
限

に
属
す
る
事
務
。

(
会
長
及
び
委
員
)

第

三

条

防
災
会
議

は
、
会
長
及
び
委
員
会
を
も

っ
て
組
織
す

る
。

二

会
長

は
、
町
長

を
も

っ
て
充

て
る
。

三

会
長

は
、
会
務

を
総
理
す

る
。

四

会
長

に
事
故
が

あ
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
そ

の
指
名
す

る

委

員
が
そ
の
職
務

を
代

理
す

る
。

五

委

員
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ

る
者
を
も

っ
て
充

て
る
。

ω

指
定

地
方
行

政
機

関

の
職
員

の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命
す

る
者
。

②

県

の
知
事

の
部
内

の
職
員

の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命

す
る

者
。

◎

県
警
察

の
警
察
官

の
う
ち
か
ら
町
長
が
任
命

す

る
者
。

ω

町
長
が
そ

の
部
内

の
職
員

の
う
ち
か
ら
指
名

す

る
者
。

㈲

教
育
長

⑥

消
防
団
長

⑦

指
定
公
共
機
関
又

は
指
定
地
方
公
共
機

関

の
職
員

の
う
ち

か
ら
町
長
が
任
命
す

る
者
。

六

前
項
第

一
号
、
第

二
号
、
第

三
号

、
第

四
号
及
び
第
七
号

の
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委
員

の
定
数

は
、
そ
れ
ぞ
れ

↓
人
、

一
人
、

一
人
、

一
人
及
び

四
人
と
す

る
。

七

第

五
項
、
第
七
項

の
委
員

の
任
期

は
、
二
年
と
す

る
。

た
だ

し
、
補
欠

の
委
員

の
任
期

は
、
そ

の
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す

る
Q

八

前
項

の
委
員

は
再
任
さ

れ
る
こ
と
が

で
き

る
。

(
専
門
委
貝
)

第

四

条

防
災
会
議

に
、
専
門

の
事
項
を
調
査

さ
せ
る
た
め
、
専
門
委

員

を
置
く

こ
と
が

で
き

る
。

二

専
門
委

員
は
、
関
係

地
方
行
政
機
関

の
職
員

、
福
島
県

の
職

員

、
町

の
職
員

、
関
係
指
定
公

共
機
関

の
職
員

、
関
係
指
定

地

方

公
共
機

関
の
職

員
及

び
学
識
経

験
の
あ
る
者

の
う
ち
か
ら
、

町
長
が
任
命
す

る
。

三

専
門
委

員
は
、
当
該
専
門

の
事

項

に
関
す
る
調
査
が
終

了
し

た
と
き

は
、
解

任
さ
れ

る
も

の
と
す
る
。

(議

事
等
)

第

五

条

前
各
条

に
定

め
る
も

の
の
ほ
か
、
防
災
会
議

の
議
事
そ

の
他

防
災
会
議

の
運
営

に
関

し
、
必
要
な
事
項

は
、
会
長
が
防
災
会

議

に
は
か

っ
て
定

め
る
。

附
則

こ
の
条
例

は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す

る
。

〔町
有

昭
37

「
矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕

五

一
六

〔昭
和
三
七
年
災
害
対
策
本
部
条
例
〕

矢
吹
町
災
害
対
策
本
部
条
例

(
目
的
)

第

一

(組
織
)

第

二

(
部
班
)

条

こ
の
条
例

は
、
災
害
対
策
基
本
法

(
昭
和

三
十

六
年
法
律
第

二
二
三
号
)
第

二
十

三
条
第

六
項

の
規
定

に
基
づ
き
矢
吹
町
災

害
対
策
本
部

に
関

し
、
必
要

な
事
項
を
定

め
る
こ
と
を

目
的
と

す

る
。

条

災
害
対
策
本
部
長

は
災
害
対
策
本
部

の
事
務

を
総
括

し
、
所

班
の
職

員
を
指
揮
監
督
す

る
。

二

災
害
対
策
副
本
部
長

は
、
災
害
対
策
本
部
長

を
助

け
、
災
害

対
策
本

部
長

に
事
故

あ
る
と
ぎ

は
そ

の
職
務

を
代
理
す
る
。

三

災
害
対
策
本

部
員

は
、
災
害
対
策
本

部
長

の
命

を
受

け
、
災

害
対
策

本
部

の
事
務

に
従
事

す

る
。

第

三

条

災
害

対
策
本

部
長

は
、
必
要
と
認

め
る
と
き

は
、

災
害
対
策

本
部

に
班
を

お
く

こ
と
が

で
き

る
。

二

班

に
属
す
べ
き
災
害
対
策
本
部
員

は
、
災
害
対
策
本
部
長
が

指
名
す

る
。

三

班

に
班
長

を
置
き
、
災
害
対
策
本
部
長

の
指
名
す

る
災
害
対

61

策
本
部

員
が

こ
れ

に
当
る
。

8



四

班

長
は
、
班

の
事
務

を
掌

理
す

る
。

(
雑
則
)

第

四

条

前
各
条

に
定

め
る
も

の
の
ほ
か
、
災
害
対
策
本
部

に
関

し
必

要

な
事
項

は
、
対
策
本
部
長
が
定

め
る
。

附
則

こ
の
条
例

は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す

る
。

〔町
有

昭
37

「矢
吹
町
会
議
録
」
抜
粋
〕

5

社

会

福

祉

五

一
七

〔昭
和
二
七
年
度
三
神
村
社
会
福
祉
関
係
報
告
〕

社

会

戦
後
わ
が
国
社
会
福
祉
事
業
は
全
く
面
目
を
一
新
し
法
制
も
遂
次
整
備
せ

ら
れ
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
昨
年
十
月
に
は
社
会
福
祉
事
業
の
共
通
的
基
本
事
項
を
規
定
し
た
社

会
福
祉
事
業
法
が
制
定
さ
れ
こ
れ
に
伴
い
福
祉
三
法
と
称
せ
ら
れ
る
生
活
保

護
法

・
児
童
福
祉
法

・
身
体
障
害
者
福
祉
法
が
改
正
さ
れ
そ
の
適
正
な
運
営

を
図
り
つ
つ
民
間
社
会
福
祉
事
業
に
つ
き
ま
し
て
は
地
域
社
会
の
組
織
化
運

動
が
展
開
さ
れ
本
村
に
お
い
て
は
民
生
委
員
を
中
心
に
社
会
福
祉
協
議
会
の

結
成
を
致
し
そ
れ
に
続
い
て
未
亡
人
会
、
日
赤
奉
仕
団
、
身
体
障
害
者
福
祉

会
、
遺
族
会
、
児
童
福
祉
審
議
会
等
社
会
福
祉
団
体
の
結
成
を
致
し
、
こ
れ

等
福
祉
団
体
は
三
神
村
の
福
祉
の
た
め
日
夜
努
力
精
進
を
続
け
て
い
る
。

生
活
保
護
事
務

62

社
会
福
祉

の
三
大
法
律

で
あ

る
生
活
保
護
法
関
係

に
つ
い
て

は
前
年

に
比

8

し

こ
の
法

の
適
用
請
求
者
が
増
加

の
傾
向
を
辿

っ
て

い
る
。

昭
和

二
十
七
年
度

の
保
護
状

況
は
左

の
通
り

で
あ
る
。

計
　 へ 　

且 ニ ー ニ ー 〇 九 八 七 六 五 四

,円

≦ ⊇_ム 八 九 七 豊 七 七 七 仁 二一四一四

円

三七
、
一八
四

四
〇
、三
三
〇

四
二
、
吾
δ

四
ヨ
、
五2

四
五
、
五9

四
二
、究

七

四
二
、六
九
七

四
三
、八
δ

四
九
、九
七
四

五
四
、言

九

五
四
、
九
〇
〇

五
四
、
九
〇
〇

翌

四
、三
〇
三

円

二
六
、
〇
四
三

四
、き

〇

六
、三
茜

六
、
六
一
四

六
、
六
一
四

　

六
、三
昊

六
、
六
一
六

六
、四
茜

六
、四
声

六
、
九
九
七

六
、
八
八
一

一
九
、
〇
四
三
.

一
〇
八
、
九
八
さ

八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

八
〇

四
〇
〇

円

穴
三
、一三
七

四
四
、八
五
〇

四
八
、九
〇
四

垂

、
=
五

垂

、
=
五

四
九
、
O
E
三

究

、三
】三

五
〇
、
三
六
四

昊

、
垂

八

杢

、
三
三
六

杢

、
八
六
一

七
四
、
〇
二
三

六
六
三
、
六
八九

身
体
障
害
者
福
祉
事
務

身
体
障
害
者
福
祉
制
度
に
つ
い
て
は
従
来
と
も
す
れ
ば
不
具
を
き
に
し
社

会
の
片
隅
で
淋
し
く
生
活
を
し
て
居
る
人
々
の
た
め
に
政
府
は
身
体
障
害
者

福
祉
法
を
施
行
身
体
障
害
者
の
更
生
を
援
助
し
そ
の
更
生
の
た
め
に
必
要
な

保
護
を
行
い
進
展
さ
れ
て
来
ま
し
た
が
本
村
の
身
体
障
害
者
の
福
祉
に
つ
い
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